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[研究] 

・民法（債権関係）改正に関わる依頼原稿の執筆、注釈書および教科書の執筆が中心を占めた。これらのうちいくつかは公刊され

たが、執筆途中のもの、執筆を終え提出したが未公刊のものがある。 

・北海道大学教授が研究代表者を務める科研費・基盤研究Aの研究分担者として、各国におけるウィーン国連売買条約の解釈・

適用の偏差に関する研究に着手した。ただし、コロナ禍において会合等の実施が難しく、また5年計画の1年目ということもあり、目に

見える形での成果は上がっていない。 

 

[教育] 

・高等司法：民法基礎１、民法応用２、導入演習（共同）、消費者法（共同）を担当。このうち、民法基礎１において優秀教員の表彰

を受けた。 

・法研：民法１／民法特殊講義１を担当。 

 

[管理運営］ 

以下の委員会委員等を務めた。 

・高等司法：副研究科長（学務担当）、運営委員会 

・室等：計画室、国際交流室 

・委員会：人事委員会 

・委員会（全学）：国際交流委員会 

 

[社会貢献］ 

以下の委員等を務めた。 

・令和2年度公認会計士試験作問委員（民法） 
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